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　２０１５年４月１日以降の賃金改善等について、申１３号（２月

１２日付）による申し入れを行い、この間交渉においては、組合から

の要求趣旨説明を行い、会社からは、第３四半期決算状況、経済動向

などの分析から現状の認識が示され、一定の議論を行ってきました。

　この中で、一回目の交渉において会社より「早期に合意に達するべ

く、精力的に議論したい」との考えが示されています。しかし現状は、

昨年の年末手当交渉に続き、今回も二回目以降の交渉日程については、

組合が求めている１８日の回答指定日を過ぎても未だに示されません。

　こうした現状について、誠意のある対応とは言えず、あわせて社員

や家族の期待を軽視しているのではないかとの疑念を抱かざるを得ま

せん。

　国労東日本本部は、これまでの交渉において積み上げてきた議論に

基づき、ＪＲ東日本に働く全労働者の賃金格差の是正をはかるために

も、組合要求に対し会社が英断を下し、早急に誠意ある回答を行うこ

とを強く求めるものです。

以上

２０１５年４月１日以降の賃金改善等についての緊急申し入れ


